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栗山町民（以下「町民」という。）から選挙で選ばれた議員により構成される栗山町議会（以下「議会」と

いう。）は、同じく町民から選挙で選ばれた栗山町長（以下「町長」という。）とともに、栗山町の代表機関を

構成する。この２つの代表機関は、ともに町民の信託に応える活動し、議会は多人数による合議制の機関とし

て、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意思を町政に的確に反映させ

るために競い合い、協力し合いながら、栗山町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。 

 議会が町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と町民福祉の向上のために果たすべき役割は、

将来にかけてますます大きくなる。特に地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大

した今日、議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、

争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、

公開することは討論の広場である議会の第一の使命である。 

このような使命を達成するために本条例を制定する。われわれは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。

以下「法律」という。）が定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報の創造と公開、政策活動への多

様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、町長等の行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研

さんと資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、この条例に定める議会

としての独自の議会運営のルールを遵守し、実践することにより、町民に信頼され、存在感のある、豊かな議

会を築きたいと思う。 

 

栗山町議会基本条例前文 

平成１８年５月１８日制定 
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①平成２９年度の主な計画事業 
 
 
産業 ～賑わいと活力あるふるさとづくり～ 

農林業 

６次産業化の取り組み支援 ５，５００千円（２，０００千円） 

農産物加工や新商品開発、販路拡大に向けた取り組みを支援

します。 

【主な取組】拡充 

 ●６次産業化支援事業の実施 

生活環境 ～安心して暮らせるふるさとづくり～ 

防災 

非常用発電設備整備工事 ３２，１００千円（ ― 千円）            

非常用電源を設置し、災害時の電力を確保します。 

【主な事業】新規 

●角田環境改善センターに非常用電源を設置。 

 

防災関係情報システム整備 ３，７１２千円（ ― 千円）    

 Jアラートによる防災情報等の緊急連絡をお知らせします。 

【主な事業】新規 

  ●小中学校や公共施設に防災情報の伝達機器を設置 

  （１３か所） 

 

都市基盤 ～快適でやすらぐふるさとづくり～ 

街なみ・景観 

御大師山を中心とした整備計画策定（ ― 千円）          

御大師山散策路、展望台等周辺整備の推進を図ります。 

【主な取組】新規 

●御大師山周辺整備計画の策定 

 

町管理の合併処理浄化槽事業 ４６，２０４千円（ ― 千円） 

生活排水処理環境のさらなる改善、公共下水道区域における

下水道料金との不均衡を是正します。 

【主な取組】新規 

●個別排水処理施設事業 

 

歩道改修 ４９，３００千円（ ― 千円）        

南大通り・中央通り等の歩道改修を行います。 

【主な取組】新規 

●南大通り・中央通り等歩道改修 



  

◆スケジュール◆ 

町民・議会モニターから 

意見聴取、議員による評価・検証 

評価・意見を参考に 

条例の見直し（案）作成 

町民・議会モニター・議会サポーターより、

見直し（案）に対する意見聴取 

６月議会定例会へ 

改正条例を上程 

 

 

 

  

②議会基本条例一部改正 
 
 平成１８年５月１８日、議会基本条例を制定して１０年が経過しました。節目の年を迎え、条例の目的が達成され

ているかどうかの評価・検証を行い、また、町民・議会モニターから意見聴取、評価・意見を参考に条例の見直し（案）

を作成、議会サポーターより見直し（案）に対する意見聴取等行い、一部文言整理等行い６月議会定例会に上程しま

した。 

 
調 査 
研究費 

研修費 
会
議
費 

資料 
作成費 

資 料 
購入費 

広報費 事務費 合 計 

大 西 0 64,060 0 0 21,198 0 0 85,258 

友 成 76,410 0 0 0 1,830 0 0 78,240 

楢 﨑 76,410 8,260 0 0 52,648 0 0 137,318 

佐 藤 0 156,780 0 0 12,900 0 0 169,680 

重 山 67,090 85,920 0 0 25,632 0 0 178,642 

置 田 76,410 0 0 0 18,148 0 0 94,558 

大 井 0 64,060 0 0 22,644 0 0 86,704 

千 葉 0 184,320 0 0 2,830 0 0 187,150 

土 井 0 277,370 0 0 35,738 0 0 313,108 

三 田 0 92,720 0 0 14,373 0 0 107,093 

藤 本 0 156,780 0 0 13,962 0 0 170,742 

鵜 川 0 134,850 0 0 79,812 0 0 214,662 

合 計 296,320 1,225,120 0 0 301,715 0 0 1,823,155 
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① 平成２０年 ３月 ・議会モニターの設置 

          ・議会改革推進会議 

          ・交流及び連携の推進 

          ・調査機関の設置 

 

 

 

１０年間の主な見直し手続き 

②平成２０年１２月 ・住民投票の意思を追加 

③平成２１年 ３月 ・議会サポーターの導入 

④平成２３年 ３月 ・正副議長志願者の所信表明 

※平成２８年６月の見直しは次項に掲載 
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条  項 改   正   前 改    正    後 説      明 

第８条第１号 

（１）栗山町における総合的かつ

計画的な行政の運営を図るための

基本構想及び総合計画 

（１）栗山町における総合的か

つ計画的な行政の運営を図るた

めの基本構想及び基本計画 

栗山町総合計画の策定と運用に関する条例第

５条で「基本構想と基本計画」を議会の議決

の対象とする規定 

第１２条 議会は、他の自治体の議会との交

流及び連携を推進するため、独自

に又は共同して、分権時代にふさ

わしい議会のあり方についての調

査研究等を行うものとする。 

議会は、分権時代にふさわしい

議会のあり方についての調査の

研究等を行うために、他の自治

体の議会との交流及び連携を推

進するものとする。 

目的と手段が逆 

●交流及び連携をするために調査研究 

○調査研究のために交流及び連携の推進 

第１４条第２項 議会は、法律により活動が制限さ

れている常任委員会、特別委員会

等の制約をこえて、町政の 

前項のほか、議会は  （削除）    

町政の～ 

現在は、常任委員会、特別委員会等の活動は

自由化されているので削除 

第１４条第３項  ３ 前項の一般会議に関し必要

な事項は、議長が別に定める。 

第３項を新たに追加（一般会議の詳細は、要

綱等で規定） 

第２６条第１項 一般選挙を経た任期開始後、でき

るだけ速やかに、この条例の目的が

達成されているかどうかを議会運

営委員会において検討するものと

する。 

１年ごとに、この条例の目的が

達成されているかどうかを第１

１条第１項の議会改革推進会議

において検討するものとする。 

見直し手続は、「議会改革推進会議」で「１年

ごと（毎年）」実施することに変更 

 

平成２８年６月見直し内容 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【焼却施設建設までのスケジュール（平成 29年 3月現在）】 

 平成 28 年度 建設予定地決定 地権者及び周辺住民説明会の実施 

 平成 29 年度 用地確定測量、地質調査、地下水調査、ごみ質調査、生活環境影響調査、基本設計 

 平成 30 年度 用地取得 

 平成 31 年度 入札・本契約（議会承認） 

平成 32年度～平成 35年度 造成・建設工事 

平成 35年度 試運転実施 

平成 36年度 稼働開始（4 月） 

 

 

関 係 市 町 千歳市、北広島市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町 

共 同 処 理 す る 事 務 廃棄物焼却施設の設置、管理及び運営に関する事務 

事 務 所 の 位 置 千歳市美々758 番地の 54 千歳市環境センター管理棟 1 階 

管 理 者 山口 幸太郎（千歳市長） 

設 立 年 月 日 平成 26年 2月 18 日 

栗 山 町 加 入 年 月 日 平成 27年 10 月 13日 

③道央廃棄物処理組合 
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【焼却施設建設費及び維持管理費の負担割合】 

  関係各市町における単独処理と広域処理との焼却施設建設費実負担額、維持管理費負担額を比較検証し、各市町間の 

負担軽減の平準化を考慮した、各市町の低減率のバランスが良い負担割合とし、２市４町の経済メリットから負担割合 

を決定。関係各市町の平成２８年１２月議会定例会にて議決承認された。 

 

 

 

 

 

 

【建設費約 127 億円のうち実負担額約 85億円、維持管理費約 112億円（25年間）と試算】 

 
千歳市 北広島市 

南空知公衆衛生組合 
栗山町 計 

南幌町 由仁町 長沼町 計 

①施設建設に 

要する経費 
38億円 22億円 4 億円 4 億円 5 億円 13億円 12億円 85億円 

年間処理量 25,079.2t 10,168.4t 602.2t 406.2t 934.7t 1,943.1t 1,649.6t 38,403.3t 

処理量割合 64.57％ 26.18％ 1.55％ 1.05％ 2.41％ 5.00％ 4.25％ 100.00％ 

②維持管理費 59億円 29億円 4 億円 3 億円 5 億円 12億円 12億円 112 億円 

合 計 

① +② 
97億円 51億円 8 億円 7 億円 10億円 25億円 24億円 197 億円 

 

 

【施設建設に要する経費 関係市町割 50％ ごみ処理量割 50％】 

【維持管理費      関係市町割 30％ ごみ処理量割 70％】 
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④乾杯条例制定 
 

平成２８年１月２２日「北の錦愛好会」より条例制定を求

める請願書が提出され、３月定例会において産業福祉常任委

員会に付託を受け、第５回定例会で採択し、第７回定例会で

決定した産業福祉常任委員会で所管事務調査を行い、「栗山町

地酒で乾杯を推進する条例」を提案し制定しました。 

（事業者の役割） 

第３条 地酒の製造を業として行う者（以下「地酒製造業者」と

いう。）は、地酒の普及の促進に主体的に取り組むよう努める

ものとする。 

２ 酒類を扱う事業を営む者は、地酒の普及の促進に関する町及

び地酒製造業者の取り組みに協力するよう努めるものとする。 

（町民の協力） 

第４条 町民は、町及び事業者が行う地酒による乾杯の普及の促

進に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。 

（嗜好等への配慮等） 

第５条 町、事業者及び町民は、この条例に基づく取り組み等を

実施するに当たり、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮する

とともに、自己の健康管理に留意し交通ルール及び飲酒における

マナーを遵守しなければならない。 

   附 則 

この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

栗山町地酒で乾杯を推進する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、本町で生産された酒米により本町で 

製造された日本酒（以下「地酒」という。）による乾杯の

習慣を広め地酒の普及の促進を図るとともに、地酒の普及

を通じた日本食文化を継承することにより、地域資源の掘

り起こしと情報発信等による地域や町内産業の活性化に

寄与することを目的とする。 

（町の役割） 

第２条 町は、地酒による乾杯とその普及の促進に取り組

むよう努めるものとする。 
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⑤各常任委員会の活動内容 

 
 

 

 ■産業福祉常任委員会  

 「ごみ処理の実態について」 

  ・ごみ処理事業の実績について 7/13 

    最終処分場・炭化施設・堆肥化施設・資源リサイクルセン

ター・外部委託の処理実績 

  ・道央廃棄物処理組合焼却施設建設費等負担割合について 

10/5 

   

 「建設事業の実態について」 

  ・工事請負契約について 11/30 

・現地視察 11/30 

六価クロム汚水処理施設、新工業団地造成工事、曙団地建

築工事、南部公民館周辺環境整備工事など 

 

 「高齢者福祉施設の実態について」 

  ・高齢者福祉施設の状況について 2/17 

  ・現地視察  2/17 

   泉徳苑、くりのさと 

    ・措置費・介護報酬等について 3/2 

 

 ■ 総務教育常任委員会  

 「指定管理者制度の実態について」 

  ・現地視察 7/28 

  

「社会教育の実態について」 

  ・ふるさと体験教育事業（コカ・コーラ環境ハウスを  

拠点とした教育活動等） 

 ■広報広聴常任委員会  

 「議会の広報誌の編集及び発行について」 

  ・第１４８号の発行について 6/15、7/13、7/20 

  ・議会広報研修会（札幌市） 8/23 

・第１４９号の発行について 9/14、10/14、10/19 

・全国町村議会広報研修会（東京都） 10/25 

  ※委員2名参加 

・第１５０号の発行について 12/13、1/13、1/18 

 「議会広聴の実施について」 

  ・議会報告会資料作成委員会 2/10、3/2 

  ・議会報告会 3/21～3/24（12会場で開催） 



 

  ⑥意見書の提出 

 
 

意見書とは？ 

町では対応できない重要な事項について、議会としての考えや意思を意見としてまとめた文書のことで、各議員から提出され

た意見書案は、本議会で可決されたのち、地方自治法（第９９条）に基づき、意見書として国や北海道などの関係機関へ提出

します。 

 

№ 件  名 議決月日 審議結果 

1 
介護保険制度における軽度者への福祉用具貸与及び住宅改修の継続を求める意見

書 
９月１５日 可決 

2 後期高齢者医療制度の保険料軽減特例措置の継続等を求める意見書 〃 〃 

3 「米政策改革」の抜本的見直しを求める意見書 〃 〃 

4 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を求める意見書 〃 〃 

5 大雨災害に関する意見書 １２月１６日 〃 
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  ⑦政務活動費を活用した研修報告 
 
 
 
 

政務活動議員別活動内容（4月～１２月分） 

 

 

 

 

 

 

 
 

議員名 調査研究費及び研修費の内 容 

大 西 
❶❷❸7/30～8/2 ❶東京都 市民と議員の条例づくり交流会議 ❷自治機構としての自治体議会 ❸財政比較分析表で自治体チェック 
❹11/21～11/22 東京都 新公会計制度の取り組み 

友 成 
❶❷❸10/11～10/13 ❶高知県 先進地視察（ゆずによる村おこし事業）❷高知県 子ども健康づくりアクションプラン 
          ❸徳島県 彩事業、ごみを資源にゼロ・ウエイストの取り組み 

楢 﨑 
❶5/18 東京都 議会基本条例10年・東京財団モデルから考える ❷5/25～5/26 東京都 地域活性化・地域の課題解決・行政改革と議会 
❸❹❺10/10～10/13 ❸高知県 先進地視察（ゆずによる村おこし事業） ❹高知県 子ども健康づくりアクションプラン 
          ❺徳島県 彩事業、ごみを資源にゼロ・ウエイストの取り組み 

佐 藤 
❶❷❸7/30～8/2 ❶東京都 市民と議員の条例づくり交流会議 ❷自治機構としての自治体議会 ❸財政比較分析表で自治体チェック 
❹11/21～11/22 東京都 新公会計制度の取り組み 

重 山 
❶5/18 東京都 議会基本条例10年・東京財団モデルから考える ❷❸❹10/10～10/13 ❷高知県 先進地視察（ゆずによる村おこし事業） 
❸高知県 こども健康づくりアクションプラン ❹徳島県 彩事業、ごみを資源にゼロ・ウエイスト 

置 田 
❶5/18 東京都 議会基本条例10年・東京財団モデルから考える ❷❸❹10/10～10/13 ❷高知県 先進地視察（ゆずによる村おこし事業） 
❸高知県 こども健康づくりアクションプラン ❹徳島県 彩事業、ごみを資源にゼロ・ウエイスト 

大 井 
❶❷❸7/30～8/2 ❶東京都 市民と議員の条例づくり交流会議 ❷自治機構としての自治体議会 ❸財政比較分析表で自治体チェック 
❹10/6 札幌市 議員活動マスター講座 ❺11/21～11/22 東京都 新公会計制度の取り組み 

千 葉 
❶5/26～5/27 東京都 マーケティングの視点を活かした住民へのコミュニケーション ❷7/30～7/31 東京都 市民と議員の条例づくり交流会議 
❸8/17～8/20 福岡県 全国地方議員交流会  ❹10/26～10/27 東京都 地方議員研究会主催「議会活性化ノウハウ」 
❺11/17～11/18 東京都 地方議会総合研究所主催「議会の存在会を高める」 

土 井 
❶4/20～4/22 滋賀県 市町村議会議員研修「3日間コース」 ❷5/18 東京都 議会基本条例10年・東京財団モデルから考える         
❸11/13～11/14 音更町 第64回北海道女性議員協議会  

三 田 ❶11/21～11/22 東京都 新公会計制度の取り組み 

藤 本 
❶5/18 東京都 議会基本条例10年・東京財団モデルから考える 
❷11/21～11/22 東京都 新公会計制度の取り組み 

鵜 川 ❶4/8～4/9 愛知県 行政改革推進協会主催「地域包括ケア特別講座」 ❷地方議会研究会主催「公共施設マネジメント1・2」 

 
9 

 



 

  ⑧昨年の議会報告会での議会側に対する 

  主な意見・要望 

 全会場取りまとめ 

№ 意見・要望事項 処理・対応 

1 情報公開をモットーとしているが、情報は全て道新からの

もので、公開を早くするべき。 

できるだけ前もって議会だよりに掲載し、情報公開したいと思いま

すが、発行が３か月ごとのため、急を要する場合はホームページで

のお知らせとなってしまうことをご理解ください。 

2 議員の知識や資質の向上も肝要だが、目的を持って先進地

視察を行い政策形成に成果が出ているのか。政策に反映、

成果が出ているのなら開示するべき。 

目的のない先進地視察ではありません。成果などを検証し、議会だ

よりに掲載したものもあります。今回、政策提言への流れを広報広

聴常任委員会で確認したところです。 

3 議会として町の公共事業の評価検証はどうなっているの

か。 

公共事業の評価検証は行っていないが毎年、産業福祉常任委員会で

所管事務調査を行っています。 

4 炭化施設解体について議会の対応は。 平成２６年５月・７月に爆発や冷却水の漏れなどで稼働を停止し

た。９月議会で説明、１１月には町民への説明会が行われました。

議会としては、炭化施設の廃止にかかる陳情が提出されたのを受

け、１２月定例会において、将来に向けて安全に安心してゴミ処理

ができるよう「道央廃棄物処理組合への加入促進に関する」決議文

を全員一致で可決しております。 

5 もっと町内行事に参加して町民の声を聴く議員活動を。 町内会行事等の開催に関する情報を収集し、積極的に参加し皆さん

の意見を身近な声として聴取するよう努めます。 
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